
那須塩原市土地開発指導要綱 

 

（目的） 

第１条 この告示は、良好な都市環境の形成及び秩序ある都市の発展を図るた

め、本市における開発行為に対する指導の基準を定め、公共施設及び公益施

設の整備を促進し、もって市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

⑴ 開発行為 都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」とい

う。）第４条第１２項に規定する開発行為をいう。 

⑵ 開発区域 開発行為を行う土地の区域をいう。 

⑶ 開発事業者 開発行為を行う全ての者をいう。 

⑷ 公共施設 道路、河川、水路、雨水処理施設、下水道、公園、広場、緑

地、消防水利施設その他公共の用に供する施設をいう。 

⑸ 公益施設 給水施設、ガス供給施設、ごみステーションその他公益性の

ある施設をいう。 

⑹ 指導基準等 法第３３条の基準及び市長が別に定める指導基準をいう。 

（適用範囲） 

第３条 この告示の適用を受ける開発行為は、開発区域の面積が都市計画区域

内にあっては１，０００平方メートル以上、都市計画区域外にあっては１

０，０００平方メートル以上のものとする。 

 



２ 次に掲げる区域については、一体の開発区域とみなし、開発区域の面積に

含めるものとする。 

⑴ 道路、排水施設等の公共施設を相互に関連性をもって設置する土地の区

域 

⑵ 連接する土地に切土、盛土及び擁壁の設置等の工事を同時に施工する土

地の区域 

⑶ 開発行為を行うに当たり、他法令の許可、認可等を同時に受ける土地の

区域 

⑷ 土地利用目的、物理的形状、所有者又は事業者の形態によって一体利用

と認められる区域 

 

（事前協議） 

第４条 開発事業者は、あらかじめ、開発行為について市長と協議し、その承

認を受けなければならない。ただし、都市計画区域内にあっては法第２９条

第１項第２号から第１１号までに掲げる開発行為、都市計画区域外にあって

は同条第２項第１号又は第２号に掲げる開発行為については、この限りでな

い。 

 

（事前協議の手続） 

第５条 前条の規定による協議（以下「事前協議」という。）をしようとする

開発事業者は、土地開発事前協議書（様式第１号。以下「事前協議書」とい

う。）に別表に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 事前協議書の提出期限は、毎月１５日とする。 

 



（連絡会） 

第６条 市長は、前条の事前協議書の提出があったときは、当該月の那須塩原

市土地開発指導連絡会設置要綱（平成１７年那須塩原市告示第１００号）第

１条に規定する那須塩原市土地開発指導連絡会（以下「連絡会」という。）

に開発行為の計画（以下「開発計画」という。）を付議するものとする。 

２ 連絡会は、付議された開発計画に指導基準等その他法令の基準に適合して

いない事項、協議又は手続が必要となる事項その他の指導すべき事項（以下

「指導事項」という。）があるときは、市長に報告するものとする。 

３ 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、指導事項を開

発事業者に提示し、その対応を求めるものとする。 

４ 開発事業者は、指導事項への対応について 、市長に報告しなければなら

ない。 

 

（自治会長説明） 

第７条 開発事業者は、開発行為を行う地域の自治会長に対し、事前協議の前

に開発計画、工事計画、公共施設及び公益施設の内容を説明し、その結果を

自治会長説明事項報告書（様式第５号）により市長に報告しなければならな

い。 

 

（事業者の責務） 

第８条 開発事業者は、開発行為による災害、事故等が発生したときは、責任

をもって解決しなければならない。 

２ 開発事業者は、開発行為に関して紛争等が生じたときは、その処理をする

一切の責任を負うものとする。 



３ 開発事業者は、開発行為に関して自治会長を通じて住民から要求があった

ときは、説明会の開催その他の必要な対応を行い理解を得るよう努めなけれ

ばならない。 

 

（承認及び協定の締結） 

第９条 市長は、第６条第４項の規定による報告を受けた場合において、開発

計画が指導基準等に適合し、かつ、指導事項への対応が適切であると認める

ときは、当該開発計画について承認するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による承認をしたときは、土地開発事前協議に係る承

認通知書（様式第６号）により、開発事業者に対し 

３ 市長は、第１項の規定による承認をした開発計画又は当該開発計画に関す

る工事により設置される公共施設及び公益施設（以下「公共施設等」とい

う。）並びにそれらの用に供する土地（以下「公共施設等用地」という。）

の管理及び帰属について、開発事業者と協議の上、次に掲げる区分により協

定を締結する。 

 ⑴ 市に帰属する公共施設等がある場合 協定書（様式第７号） 

 ⑵ 市に帰属する公共施設等がない場合 協定書（様式第８号） 

 

第１０条 開発事業者は、前条の承認を受けた開発計画を変更するときは、市

長と変更の協議をしなければならない。この場合において、第４条及び第９

条の規定を適用するものとする。ただし、市長が軽微な変更と認める場合

は、この限りでない。 

２ 前項の協議をしようとする者は、土地開発変更事前協議書（様式第９号。

以下「変更協議書」という。）に別表に掲げる書類のうち、変更に係るもの



を添えて、市長に提出しなければならない。 

 

（事前協議の取下げ） 

第１１条 開発事業者は、事前協議書若しくは変更協議書を提出した日から１

年を経過しても協議が整わないとき、又は開発事業者の都合により協議を取

り下げるときは、土地開発事前協議取下届（様式第１０号）を市長に提出し

なければならない。この場合において、当該開発事業者は、開発区域及び開

発区域の周辺地域に災害その他の不利益が生じないように必要な措置を講じ

るものとする。 

 

（経費の負担） 

第１２条 指導基準等に適合させるための公共施設等の整備に要する経費は、

開発事業者の負担とする。 

 

（公共施設等の管理） 

第１３条 第９条第３項 の協定を締結した公共施設等は、法第３６条第３項

に規定する公告の日の翌日において市の管理に属するものとする。ただし、

第９条第３項 の協定により、管理者について別段の定めをした公共施設等

については、この限りでない。 

２ 前項の規定による市の管理については、公共施設の機能に関する管理とす

ることとし、除草、清掃その他の軽微な管理作業については、開発区域内に

居住する受益者住民又は開発事業者が行うものとする。 

 

 



（公共施設等用地の帰属） 

第１４条 第９条第３項 の協定を締結した開発行為により新たに設置された

公共施設等用地は、法第３６条第３項に規定する公告の日の翌日において市

に帰属するものとする。ただし、第９条第３項の協定により、公共施設等用

地が帰属する者について別段の定めをした公共施設等用地については、この

限りでない。 

２ 前項 の規定により市に帰属する公共施設等用地の帰属の手続を行う場合

は、開発事業者において公共施設等用地の分筆登記（所有権以外の権利が設

定されている場合は、その権利の抹消登記を含む。）を行った上で、法第３

６条第３項に規定する公告後、速やかに、次に掲げる書類を市長に提出しな

ければならない。 

⑴ 土地寄附申出書（様式第１１号） 

⑵ 登記承諾書（様式第１２号） 

⑶ 土地の所有者の印鑑証明書及び資格証明書 

⑷ 登記原因証明情報 

⑸ 登記事項証明書（土地に関する全部事項証明書） 

⑹ 土地分筆測量図 

⑺ 公図の写し 

３ 開発事業者は、境界杭、プレート等その他の境界標を設置することにより

公共施設等用地の境界を明確にしなければならない。 

 

（瑕疵(かし)補修期間） 

第１５条 法第３９条の規定により市の管理に属するものとなった公共施設等

については、法第３６条第２項に規定する検査済証交付の日から２年間を瑕



疵補修期間と定め、開発事業者は、当該公共施設等に瑕疵があるときは、当

該瑕疵を補修しなければならない。ただし、当該瑕疵が故意又は重大な過失

により生じた場合の瑕疵補修期間は、１０年間とする。 

 

（管理人の選定） 

第１６条 開発事業者は、法第３６条第３項に規定する公告の日の翌日以降に

第９条第３項の協定に定める管理者以外に管理する者を定める場合は、管理

人選任届（様式第１３号）を市長に提出しなければならない。 

 

（事前協議書の閲覧） 

第１７条 事前協議書を閲覧しようとする者は、事前協議書閲覧申請書（様式

第１４号）を市長に提出しなければならない。 

 

（承認の取消し等） 

第１８条 市長は、第９条第１項の規定により承認し、又は第９条第３項に規

定する協定を締結した場合において、開発計画が次の各号のいずれかに該当

するときは、承認を取り消し、又は協定を破棄することができる。 

 ⑴ 承認事項が遵守されないとき。 

 ⑵ 協定事項が履行されないとき。 

 ⑶ 承認の日から１年以内に法第２９条に基づく開発行為の許可の申請がな

されないとき。 

２ 市長は、前項の規定により承認を取り消し、又は協定を破棄しようとする

ときは、当該開発事業者に対し、土地開発事前協議に係る承認の取消通知書

（様式第１５号）により通知するものとする。 



（実効性の確保） 

第１９条 市長は、この告示に協力しない開発事業者及び申請代理人に対し、

次に掲げる措置を講じることができる。 

⑴ 関係機関等に対し、この告示の実効性を確保するために必要な措置につ

いての協力依頼 

⑵ この告示に協力しない開発事業者、申請代理人の新たな事前協議に応じ

ないこと。 

⑶ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた措置 

 

（その他） 

第２０条 この告示に定めるもののほか、開発行為に対する指導に関し必要な

事項は、市長が別に定める。 

  



別表（第５条、第１０条関係） 

Ｎｏ． 名称 摘要 

１ 委任状 書類作成その他の手続を代理人に

委任する場合 

２ 法人の登記事項証明書  

３ 開発区域内権利者一覧表（様

式第２号） 

申請土地が２筆以上の場合又は建

物を有する場合 

４ 登記事項証明書 開発行為に関係する土地及び建物

に関する全部事項証明 

５ 開発行為施行同意書（様式第

３号）及び同意者の印鑑登録

証明書 

関係権利者の同意を得たもの 

６ 開発区域位置図 縮尺 １／５０，０００以上 

７ 開発区域案内図  

８ 開発区域現況図 縮尺 １／２，５００以上 

９ 公図の写し 区域内及び隣接地の所有者、地積

及び地目を表示したもの 

１０ 求積図 座標法によるもの 

１１ 土地利用計画図 縮尺 １／１，０００以上 

１２ 造成計画平面図 縮尺 １／１，０００以上 

１３ 造成計画断面図（縦横断） 縮尺 １／５００以上 

１４ 給水施設計画平面図 縮尺 １／５００以上 

１５ 排水施設計画平面図 縮尺 １／５００以上 



１６ 計算書 雨水、汚水の流量計算書、構造計

算書等 

１７ Ｕ字溝及び管渠
き ょ

の断面チェッ

ク表 

 

１８ 施設構造図 縮尺１／５０以上（雨水処理施設

あっては、１／１００以上） 

１９ がけ擁壁断面図 地形上必要な場合（縮尺１／５０

以上） 

２０ がけ擁壁展開図 地形上必要な場合（縮尺１／１０

０以上） 

２１ 公共施設管理者の同意書 排水放流の同意書等 

２２ 公共施設等の管理者一覧表

（様式第４号） 

 

２３ 自治会長説明事項報告書（様

式第５号） 

 

２４ 消防施設協議回答書  

２５ 開発事業者の印鑑登録証明書  

２６ 予定建築物平立面図 建築物を建設する場合 

２７ 開発計画の概要書 内容及び部数は、市長が別に定め

る。 

２８ その他特に市長が必要と認め

る書類 

 



 

 

様式第１号（第５条関係） 

（表） 

 

年  月  日  

 

那須塩原市長  様 

開発事業者 住所         

氏名         

電話         

土地開発事前協議書 

 

都市計画法第３２条又は那須塩原市土地開発指導要綱第４条の規定により、次のと

おり協議します。 

  

名 称  

目        的  

所 在 及 び 地 番   

開発する土地の用途地域  

面        積 
                ㎡ 

（関する工事）         ㎡ 

工事施工者の住所及び氏名  

住宅戸数・部屋数   

工事着手予定年月日  

工事完了予定年月日  

施 

設 

の 

配 

置 

の 

方 

針 

道路（周辺・取付  

・区域内）     
 

公園・緑地・空地   

給 水 施 設  

消 防 水 利 施 設   

雨 水 排 水  

汚 水 排 水  

ごみステーション   



 

 

（裏） 

区       画 面 積（㎡） 比率（％） 備   考 

土 
 

地 
 

利 
 

用 
 

計 
 

画 

公 

共 

施 

設 

用 

地 

道     路     

公園・緑地・空地    

雨 水 処 理 施 設    

その他の公共施設    

小 計    

公
益
施
設
用
地

 

ごみステーション    

その他の公益施設    

小 計    

そ 

の 

他 

    

    

小 計    

 

計    

その他参考となる事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

様式第２号（第５条関係） 

開発区域内権利者一覧表 

物件の 

種類 

所在及

び地番 

権利者の氏名

又は名称 

地 積 

（㎡） 

権利の 

種別 

登記簿 

地目 

同意の 

有無 
摘 要 

        

計        

注 １ 物件の種類欄は、土地建物等の種別を記入してください。 

２ 権利の種別欄は、所有権、抵当権等の種別を記入してください。 

３ 同意の有無欄は、その旨記入し、協議中の場合は、その経過を示す説明書を添

付してください。 

４ 共有地等同一物件に権利者が２人以上いる場合は、摘要欄にその旨記入してく

ださい。また、（ ）書きで持分も記入してください。



 

 

様式第３号（第５条関係） 

 

年   月   日  

 

開発事業者 

    住所 

    氏名        様 

 

権利者  住所         

氏名      ㊞  

開発行為施行同意書 

 

  私が権利を有する次の物件について、都市計画法及び那須塩原市土地開発指導要綱の

規定に従い開発行為を行うことに同意します。 

なお、当該物件が公共施設等の用に供する土地になる場合についても、了承します。 

物件の種類 所在及び地番 面  積（㎡） 権利の種別 摘  要 

     

計 
    



 

 

様式第４号（第５条関係） 

 

公共施設等の管理者一覧表 

従前の公共施設等の有無 有・無 新設公共施設等の有無 有・無 

新旧対照

図に付し

た記号 

従前の公共施設等 新設の公共施設等  

同意又

は協議

の別

(結果) 

摘要 
名称 

管理

者名 

廃止・ 

付替・ 

拡幅等

の別 

名称 

管

理

予

定

者 

帰属予

定者 

新設・ 

付替・ 

拡幅等

の別 

          

１ 開発区域の公共施設等についてすべて記入してください。 

２ 名称は、道路、水路、公園等種別ごとに記入してください。 

３ 従前の公共施設等について、管理者と所有者が異なる場合は、（ ）内に所有者名

を記入してください。 

４ 同意又は協議の別について、（ ）内に同意の場合は有・無、協議の場合は成立・

協議中の別を記入してください。 

５ 摘要欄には、公共施設等の面積を記入してください。また、同一物件に権利者が２

名以上いる場合についても摘要欄にその旨記入してください。 

６ 開発行為完了後、市に帰属される公共施設のうち、公園及び雨水浸透槽の管理つい

て、市が行う管理は施設機能上の管理とし、除草及び清掃などの軽微な管理は、開

発区域内の受益者住民又は開発事業者が行うものとします。 



 

 

様式第５号（第５条、第７条関係） 

 

年  月  日  

   那須塩原市長 様 

開発事業者  住所         

氏名         

自治会長説明事項報告書 

 

那須塩原市        地内で行う開発行為（面積        ㎡、目的         ）につい

て、那須塩原市土地開発指導要綱第７条の規定に基づき、当該開発行為を行う地域の自

治会長に次のとおり説明したので報告します。 

                               

１ 自 治 会 長   地 区 名 

住  所 

氏  名 

電  話 
 
２ 説明をした者  住  所 

氏  名 

開発事業者との関係 
 
３ 説明した日時          年    月    日 

 
４ 説明した場所(方法) 

 
５ 説明した内容 

⑴ 開発計画及び工事計画 

⑵ 公共施設等の内容 

公 共 施 設 

等 の 有 無 

□道路 □公園 □排水施設 □ごみステーション 

□ごみステーションを新設しないで、既設の施設を共同利用 

□その他（                     ） 

※該当する項目の□にレを記入 

公 共 施 設 等 の 管 理 区 分 

施設 市 受益者・（   ） 開発事業者 

道路    

公園    

排水施設    

ごみステー

ション 

 

 
  

    



 

 

様式第６号（第９条関係） 

 

第     号  

年  月  日  

 様 

那須塩原市長    印  

土地開発事前協議に係る承認通知書 

 

       年  月  日付けで協議のあった開発計画について、承認したので那須

塩原市土地開発指導要綱第９条第１項の規定により通知します。 

（条件） 

１ 那須塩原市土地開発指導要綱第９条第３項の協定を締結すること。 

２ 関係法令に基づく手続を行うこと。 

開発事業者 
住 所 

氏 名 

名    称  

目    的  

所在及び地番  

面    積                     ㎡ 

意   見 

 



 

 

様式第７号（第９条関係） 

（一面） 

協   定   書 

 

那須塩原市長      （以下｢甲｣という。）と開発事業者     （以下

｢乙｣という。）とは、開発行為により新たに設置される公共施設等の管理及び用地の

帰属について、都市計画法第３２条又は那須塩原市土地開発指導要綱第９条の規定に

基づき、次のとおり協議が成立したことを確認する。 

 

  年  月  日 

甲 住 所  

  氏 名                印 

 

            乙 住 所 

              氏 名                ㊞ 

 

 

１ 承認年月日及び番号      年  月  日     第  号 

２ 開発区域の所在及び地番 

   那須塩原市 

３ 新たに設置される公共施設等の管理者及び用地の帰属について 

 ⑴ 別表のとおり 

４ 新たに設置される公共施設等の管理について 

⑴ 甲が管理することとなる公共施設等のうち当該施設用地の所有権の移転登記が済

むまでの間は、乙が管理する。 

⑵ 甲が管理することとなる公共施設等について、甲は管理移管の前に乙立会いの上

検査を行い、甲が補修等の必要があると判断したものについては、乙の責任におい

て必要な措置を講ずる。 

⑶ 乙は、甲が管理することとなる公共施設等の管理区分について宅地建物取引業法

第３５条第２項の規定による重要事項説明報告書に記載の上、土地譲渡人に説明を

行い理解に努めること。 

⑷ 乙は、公共施設等について乙以外の管理する者を定めた場合は、速やかに管理人

報告書を甲に提出する。 

５ 新たに設置される公共施設等の用地の帰属について 

⑴ 乙は、新たに設置される甲に帰属する公共施設等の用地は、無償で甲に帰属する。 

⑵ 乙は、甲に帰属する公共施設等用地の分筆登記（所有権以外の権利が登記されて

いる場合は、その抹消登記を含む。）を行った上で、土地寄附申出書及び登記承諾

書その他所有権登記に必要な一切の書類を検査済証の交付後速やかに那須塩原市長

に提出する。 



 

 

（二面） 

⑶ 帰属の登記に要する費用は乙が負担するものとし、乙は一切の費用を甲へ請求し

ないものとする。 

⑷ 甲に帰属する公共施設等用地に附帯する工作物等は、甲の所有とする。 

６ 瑕疵
か し

補修期間 

甲に帰属された公共施設等については、検査済証交付の日から２年間を瑕疵補修期

間と定め、乙は、その施設に瑕疵があるときは自らの費用で補修しなければならない。

ただし、当該瑕疵が故意又は重大な過失により生じた場合の瑕疵補修期間は、１０年

間とする。 

７ その他 

当該土地開発に関し問題が発生した場合は、乙は甲と協議の上誠意をもって解決に

努める。 

  



 

 

（三面） 

別表 

公共施設等の管理及び帰属 

図面対 

照番号 

公共施設等の

種類 
施設の概要 

面 積 

（㎡） 
管理者の名称 所有者の名称 

      

添付書類 

公共施設等新旧対照図 

 

※施設の概要の欄は、道路については幅員、延長、構造等を記入し、その他の施設に

ついてはその内容を記入してください。 



 

 

様式第８号（第９条関係） 

（一面） 

協   定   書 

 

那須塩原市長      （以下｢甲｣という。）と開発事業者     （以下

｢乙｣という。）とは、開発行為により新たに設置される公共施設等の管理及び用地の

帰属について、都市計画法第３２条又は那須塩原市土地開発指導要綱第９条の規定に

基づき、次のとおり協議が成立したことを確認する。 

 

  年  月  日 

甲 住 所  

  氏 名                印 

 

 

            乙 住 所 

              氏 名                ㊞ 

 

 

１ 承認年月日及び番号      年  月  日     第  号 

２ 開発区域の所在及び地番 

   那須塩原市 

３ 新たに設置される公共施設等の管理者及び用地の帰属について 

 ⑴ 別表のとおり 

４ 新たに設置される公共施設等の管理について 

⑴ 乙は、公共施設等について乙以外の管理する者を定めた場合は、速やかに管理人

報告書を甲に提出する。 

⑵ 乙は、公共施設等が常に機能するように適切な維持管理を行う。 

５ その他 

当該土地開発に関し問題が発生した場合は、乙は、甲と協議の上誠意をもって解決

に努める。 

  



 

 

（二面） 

別表 

公共施設等の管理及び帰属 

図面対 

照番号 

公共施設等の

種類 
施設の概要 

面 積 

（㎡） 
管理者の名称 所有者の名称 

      

添付書類 

公共施設等新旧対照図 

 

※施設の概要の欄は、道路については幅員、延長、構造等を記入し、その他の施設につい

てはその内容を記入してください。



 

 

様式第９号（第１０条関係） 

 

年  月  日  

 那須塩原市長 様 

開発事業者 住所         

      氏名         

      電話         

土地開発変更事前協議書 

 

      年  月  日付け  第  号により承認を受けた開発計画について、次

のとおり変更したいので協議します。 

名      称  

目      的  

所 在 及 び 地 番 那須塩原市 

変更に係る事項  変 更 前 変 更 後 

   

変 更 の 理 由 

 



 

 

様式第１０号（第１１条関係） 

 

年  月  日  

 那須塩原市長 様 

開発事業者 住所         

氏名         

土地開発事前協議取下届 

 

土地開発事前協議書を取り下げたいので、那須塩原市土地開発指導要綱第１１条の

規定により届け出ます。 

名       称  

目       的  

所 在 及 び 地 番  那須塩原市 

面       積              ㎡ 

承認年月日及び番号 年  月  日     第   号 

取 下 げ の 理 由  

 

備考 

第９条第１項の規定による承認を受けたものは、承認年月日及び番号を記入する｡



 

 

様式第１１号（第１４条関係） 

 

年  月  日  

 那須塩原市長 様 

申出者 住所         

氏名      ㊞  

土地寄附申出書 

 

私が所有している次の土地について、公共施設等の管理及び用地の帰属に関する協

定に基づき寄附したいので申し出ます。 

なお、この土地に対して他に権利を主張する者があるときは、私が責任をもって対

処します。 

所     在  

地     番 地     目 地    積 （㎡） 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

様式第１２号（第１４条関係） 

 

年  月  日  

 那須塩原市長 様 

登記義務者 住所         

氏名      ㊞  

登記承諾書 

 

私が所有している次の土地について、    年  月  日に那須塩原市に寄附し

たので所有権移転の登記を承諾します。 

 

所     在  

地     番 地     目 地    積 （㎡） 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

様式第１３号（第１６条関係） 

 

                                             年   月   日 

 那須塩原市長 様 

開発事業者 住所         

氏名         

管理人選任届 

 

次のとおり管理人を定めたので、那須塩原市土地開発指導要綱第１６条の規定によ

り届け出ます。 

所在及び地番 那須塩原市 

名    称  

管理人 

住 所  

氏 名    

電 話  

管理する施設 

 

その他参考と 

なる事項 

 



 

 

様式第１４号（第１７条関係） 

 

年  月  日  

那須塩原市長 様 

申請者 住所         

氏名         

 

事前協議書閲覧申請書 

 

事前協議書を閲覧したいので、那須塩原市土地開発指導要綱第１７条の規定により

申請します。 

目   的 

（詳細に） 
 

開発事業者 

の住所及び 

氏名 

 

土地の所在 

及び地番 
那須塩原市 



 

 

様式第１５号（第１８条関係） 

第     号  

年  月  日  

開発事業者     様 

那須塩原市長    印  

土地開発事前協議に係る承認の取消通知書 

 

年  月  日付け第  号で承認した開発計画について、次

の理由により承認を取り消すこととしたので、那須塩原市土地開発指導要

綱第１８条第２項の規定により通知します。 

 

１ 取消しの理由 

２ 取 消 し の 日             年  月  日 


